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眼科の色覚検査について
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学校検診における色覚検査の実施の変遷

学校検診における色覚検査は、平成15年か

b定!Pl健康診断の項目からj:jlJ除され、現在色

j誌に関する健康相談として笑施しております

い、以前のように一律に実施されることはな

なりました。

そのキ古来、 2 年前の日本11版|恨艮科 |医玄会のj報01搬I~告てで、

lほ位ι、色:覚覚j興耳常の児2童主生従の 2 人に 1)人\がg奥I~上れ汁，?計j日i

』化仁気イ宇付，Jかないまま進学就l戦l彼能削H附奇J則り別jを迎え、 6人

住I人が進路の断念などのトラブルを経験し

いることが1リIlj'Jしました。

ある調査では、工業高校で色j1:興常の有吉IE

が分からないまま入学し、色分けした配線図

全学ぶ電気の笑習で、初めて織目IJできないこ

に気付 く生徒 もいる ~J拍手t告されました。

卒業後の就職においても、 印刷や主主装キト色を

:f1kう会制では、就職が困担任になる生徒もいる

(1)色党検査の対象学年について

色覚検査の対象学年

全学年

小学 2年生 (2学)0])

小学 4年生(1-2学期)

事がわかりました。

このようなことから、平成28{lo，[月より 学

校保健安全世;施行規fill-音11改正により、 学校

健診において色党検査がより積極的に進め ら

れることになりました。

しかし、以前のように色覚検査が定期健康

診断の必須項目に戻っ たわけで、はなく、任ff:

検査であり 、かつ実施にあたっては保i没者の

同意を符ることが必要であるため、地域の教

育委員会や学校関係者が色覚へのlllil~!(，を深め、

積極的に希望者を掠り、広く 色覚検査を笑施

していく 司i が必~になります。

E 色覚検査実施状況の調査及び考察

今回、1=11腕1'11郡|去r:m会管 内 9市IIIT;f;Jの教育

委員会にご協力をmき、実態調査を行いまし

た。

市111]村数

3 
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(.2 )希望者の募集方法及び実施率について

希望者の募集方法

①対象学年に色覚検査希望

調査票を配布

②全学年共通、全健康診断

保健調査票による

①と②は各学校の判断による

保健便り等のお知らせ

以上の調査から、他健康診断と共通の保健

調査票を利用した場合の希望者が、極端に少

ないという結果になりました。実施学年は、

平成15年以前のまま小学4年生に実施してい

るところが半数強でした。

小学校低学年においては、教科書(地図帳)

その他の教材も色覚に訴える物が多く、色鉛

筆、絵の具の色使いにおいて色誤認により、

本人が学業で不利益を受けたり、劣等感を

持ったりしないために、中高生では、進学就

職時のトラブル回避のためにも、色覚検査を

行い、自分自身の色に対する特'性を知ってお

くことが必要です。日本眼科医会では、同様

の理由から小学 1年生の 2学期と、中学 1年

生の希望者に検査を実施することを推奨して

おります。

又、実施率を向上させるためには、色覚検

査単独の希望調査票を、対象学年全員に配布

し、保護者に対して、授業でも、進学就職で

も色覚検査が必要で、ある点を十分に周知し、

検査の同意書を回収する事が必要であること

が今回の調査でも裏付けられました。

E 色覚検査実施上の留意点と事後措置

検査時には被検者のプライパシーが守られ

る検査会場の設置と、検査を実施する先生方

は異常な答えを言った際も「おかしい」とい

うような反応をせず、淡々と受けていただく

ことをお願いしたいと思います。

市町村数 実施率

5 80---90%程度

3 1---10%程度

l 不明

1重複 10%前後

事後措置としては同様にプライバシーの保

護に留意して結果を通知し、専門医への受診

を勧め、教職員は常に色覚異常を有する児童

生徒がいる事を意識して、授業で使用する教 ‘ 

材だけでなく、体育で用いる鉢巻やピブス、 ? 

体育館の床に引かれたライン、その他校内表

示に対し、色のみによる識別に頼った表現を

しない等の配慮が必要です。

詳しくは日本学校保健会HP 学校保健

ポータルサイト「色のバリアフリーを理解す

るためのQ& AJ http://www.gakkohoken.jp 
を参照下さい。

M 色誤認について1)

「色盲Jという俗語から、モノクロの世界

と誤解している人も多く、色覚異常と診断さ

れる事は、本人にとっても家族にとっても精 、d

神的に負担が大きいと推測されます。実際に

は、色覚異常でも色は見えますが、異常の程

度により、一部に似通って見分けにくい色が

あると理解して頂ければよいと思います。具

体的には、緑と茶色と灰色、黒は非常に類似

して見え、識別が困難なことがあります。

他にも緑と赤、オレンジ色と黄緑、青と紫、

ピンクと灰色、加えて I型異常で、はピンクと

水色、赤と黒も混同色となります。

環境条件による差も大きく、対象物の色の

面積が小さい時、くすんだ色の時、照明が暗

い時、本人の注意力が散漫な時などに誤りや



いと いわれています。

色誤認の対応について

小学生以下て、は、 10.の名前を12えるのがi!I

ったり、 色で見分けるゲームがJ1I!解できな

授業でどうしても限解できない部分が

ったりと、漠然と不安にもしんでいること

ありますが、日 'H~'の生活には文隙がないた

まずは、 気にしなくていいと安心させて

げることが大事です。

1:1:1 ~':j ~1ーでは、自分の色誤認の特徴を把燥し、

見分けが必嬰な場I市では似-mに行動すれ

ほとんとのミスは回ilifできることを説IljJ

その対策をたて、災行するようf足してい

事が必裂であると考えます。 しかし、将来

においては、公安関係 (脅察官、

保安官、入国瞥11m也、自i将官、消防官舎;)
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の職業や、巡愉|弘l係 (屯II!逆転士、航空1~: HiIJ

官、 1M治:機パイ ロット、 海技士等)の職業で

は、職務上の型H E~I により 、 色党異常ーの程度に

より f/lIJI~岐を設けているものもあります目。 又、

映像機器の色調盤、 印刷物の色校正、染色業、

主主装業4f:は、かなり !成後な色!感1Zを求められ

る職業もあり 引職業選択の際には、その業務

内容が色識別をとεの程度まで袈求しているか

を見定めるよう生徒に指導することも必要に

なると考えます。
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窃伺毎色〉 • 
[ 千葉県医師会蜘皆様ヘ

千葉県ドクターバンクからお願い申し上げます。
再就業をご検討されている医師の方をご紹介下さい 1

医療機関の求人登録にご協力下さい!

再就業をご検討されている方は、お問い合わせをお待ちしております 1

千葉県では女性医師等就業支援相談窓口と協力し、医師の皆様の就業支媛を行います。

医療機関と医師のマッチングが、 セキユリ子ィの確保された ¥'/eb(ホ ムページ)上で容易に行えます。

① 再就業先の紹介

② 病院肉保育施設の見学企画 等 富主;
求人案件の広報 (千葉県ドク9ーパンクホームページに掲載)
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私の在宅医療経験
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元々笑家はIlfJ業|乏で普通に往診をしていた

ので、往診は普通だと思っていました。131j::

前に開業した!時も往診は当たり前だと思って

いました。当たり前ですが慾者さんは、診療

H寺E11内だけに病気になるわけで‘はなく、また

全員が歩ける Aだけではないので、。

ですので、このように在宅、干E宅とj騒ぎに

なると思いもよらないことでした。相会の変

化か、医|の施策か、医師の変化かはわかりま

せん。

さて、 一番印象に残っているのは、 ALSの

j心者さんでしょうか。最初に、人工呼吸持、

iTj波を装着 した状態の患者さんにお会いして

からいろいろ学びました。11王1::II¥J、訪1111診療

しましたが、途"1"では、水野l1.主にてシャン ト

造設、鎖骨骨折、羽lf尿病(最後は一回130単

位のインシュリン)、甲状腺機能低下など。

いろいろな知識が必要であり、病院との迎携

が必要であるなど。 l時々の入院は~I:: ';j~'・に Ð)Jか

りました。娘さんは l秒でも長く生きてほ し

い。 しかし、ご主人をみていると、平日は会

社、休日はl呼吸保管理などで、 11tt坊になっ

てしまいました。思者さんは最後には全身の

機能不全により低Jirl精となり 、相談を受けま

したが、私としてはもう このまま看取るのが

よいとお話しましたが、お子さんは納得せず、

入院となり、さすがに、ご自宅へは戻ること

はありませんでした。最近 1年ぶりにご家族

圃圃-

が揃って、当院に挨妙に見えました。

そのほか、線純一筋抗i!iEの方など、 l<i:JYlにわ

たる訪問診療はなかなか困難です。病院と の

辿JJtが重姿です。

考えるに、在宅は家族の体制に依存してお

り、現在のなんでもかんでも在宅は、!!!fi迎!が

あります。初末期jの忠者さんは経過が短いで

すが、 fl、は出来るだけ家庭内には介入しない

ように しています。人生の最後に本人が考え

ているのは、ご家紋のことであり 、多分医者

は基本的には痛みを11)(ればよい存在と考えて

いますので。

最後に、私がお願いしたいのは、訪問診療

を積極的に行うことはしなくても良いとは思 ( 

いますが、少なくとも主治医として外来診療

をしていた!心者ーさんについては在宅が必裂に

なったときは、訪川診療をお願いしたいので

す。

見知った医師が、近くにいて、自分と家族

のことがよくわかっており、動けなくなった

ときには、訪問してくれるのが在宅医療と思

いますが。

私自身も、施設を含め20件ほとず訪問診療を

していますが、まだ、外来診療のほうに情熱

があり、病気を発見して、良かったと思lった

り、見逃して務ち込んだり 。現在は外来を減

らして在宅をIMやす気はないです。


